
 

                         日大地第 24 号 

                        令和 7年 5月 8日 

 

学区自治連合会 長  様 

 

日本赤十字社大津市地区       

地区長 佐藤 健司 

 

 

令和 7年度日赤募金について（依頼） 

 

平素は、赤十字事業につきまして格別のご理解とご協力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

 さて、例年お願いしております日赤募金にあたりまして、本年度も下記のと

おり各自治会にご協力をお願いいたしたく、後日、チラシ等関係書類を送付さ

せていただきます。 

つきましては、ご多用のところ恐縮ですが、赤十字の活動を支える募金につ

いて、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、本年度も個人会員にかかる会費募集につきましては、日赤奉仕団又は

郵送にて対応させていただきますのでご承知おきください。 

 

 

記 

 

 

1 募 集 期 間     令和 7年 5月 ～ 9月 

（その後も随時受付しております。） 

 

 

 

 

 日赤大津市地区事務局 

担当課  大津市総務部総務課総務係 

担 当  西村、辻󠄀、宮口 

連絡先  077-528-2710 

  

連絡先  077-528-2710 
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令和７年５月８日 

 

学区自治連合会長 様 

自 治 会 長 様 

 

滋賀県緑化推進会 

 大津支部長 佐藤 健司 

 

令和７年度「緑の募金」への協力について（お願い） 

 

 

平素は、緑化推進行政に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

緑の募金は、市街地等の緑化推進や琵琶湖をとりまく森林の整備、緑の国際協力

を図ることを目的としています。 

これらの目的達成のため、今年度も下記のとおり募金活動を実施いたしますので、

ご協力いただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

１ 「緑の募金」とは 

   かけがえのない森林を、緑豊かなものとして後世に引き継ぐとともに、学校

や身近な公共空間の緑づくりなどを積極的にすすめ、美しい緑あふれる郷土を

つくるため、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づいて  

行っているものです。 

 

２ 各世帯への募金方法について 

   募金活動の方法は、各学区自治連合会、自治会の皆様にお任せいたします。

（募金袋を同封しますので、募金の取りまとめ等にご活用ください。） 

 

３ 募金納入方法及び期日 

   大津市では、従来どおり年１回の募金としていますので、１２月２６日まで

に下記口座へ振り込みをお願いいたします。 

（手数料がかからない専用の振込用紙をご案内時に同封しますので、ご活用 

ください。） 

（１） 滋賀銀行大津市役所出張所 普通預金 口座番号 ６８５６４ 

   口座名義 滋賀県緑化推進会 大津支部長 佐藤 健司 

（２）関西みらい銀行びわこ営業部 普通預金 口座番号 ３７７９３１  

   口座名義 滋賀県緑化推進会 大津支部長 佐藤 健司 

 

 

 
事務局：大津市公園緑地課  

担 当：浅野・大塚 

（℡ ５２８－２７８４） 







             

令和７年５月８日 

 

学 区 自 治 連 合 会 長 様 

 

琵琶湖を美しくする運動実践本部事務局 

 

 

 

第６０回 琵琶湖市民清掃実施にかかる周知等について（依頼） 

 

 

 

平素より、琵琶湖を美しくする運動実践本部の活動に御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、第６０回琵琶湖市民清掃は、別紙要綱のとおり実施します。 

つきましては、下記事項を含め、貴学区自治連合会の各自治会へ周知していただきますようお

願いします。 

また、各種書類の提出についても、あわせてよろしくお願いします。 

 

 

記 

 

 

１  令和７年度 琵琶湖市民清掃実施要綱について 

安全かつ円滑に市民清掃が行えるよう、貴学区内の各自治会の皆様に実施要綱を十分御理解

いただくため、学区自治連合会定例会等で周知していただきますようお願いします。 

実施要綱は、実践本部事務局ＨＰ及び大津市ＨＰにも掲載しておりますので、必要に応じて

入手いただきますようよろしくお願いいたします。 

・実践本部事務局ＨＰ （https://simin-seisou.localinfo.jp/） 

 ・大津市ＨＰ （https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/030/1121/biwako/39746.html）  

なお、下記の点については、特に周知徹底をよろしくお願いします。 

  

（１）ごみ回収時間について 

 ・原則、１０時までにごみを出してください。 

・ただし、午前９時前後からごみの回収を開始する集積所もありますが、その場合、１

０時以降にも回収もれの確認をします。 

・順次、ごみを収集しますので、ごみの回収時間が夕方頃までかかることがあります。 

（２）土砂類の回収について 

・積極的な収集は事故防止の観点からも控えていただき、可能な限り地域での処理をお 

 願いします。なお、当日に止むを得なく排出された土砂類については回収いたしま 

す。土のう袋に入れて他のごみと重ならないように、集積所に集積してください。 

（３）ごみの収集確認について 

ごみの収集確認や、集積所の見回りは不要です。 

   万一、翌日以降にも市民清掃のごみが残っている場合は、琵琶湖を美しくする運動実践本

部まで御連絡ください。 

（４）長尺物の取り扱いについて 

 ・市民清掃翌日の長尺物（伐採した枝や竹などで、長さ７０cm、太さ５cmを超えるも

の）の収集は行いません。 

 ・袋に入りきらない枝類については長さ７０cm、太さ５cm未満のものであれば可燃ご
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みとして当日に収集します。 

 ・広がった枝などを払い落とし、ビニール紐や荒縄等で結束してください。 

 

（５）学区自治連合会で集められたごみは、あらかじめ報告いただいている集積所についてのみ

回収します。集積所には、集積所番号を記載した用紙を、見やすい場所に１枚貼ってくだ

さい（ごみ袋に直接貼り付けないでください。様式については任意です）。 

なお、普段収集されないものがこの日に限り、特別に収集されることはありません。必ず

実施要綱５の「ごみの分別の仕方」に従って、ごみの搬出をしてください。 

・大津市の処理施設で処理できないリサイクル家電対象品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫、

洗濯機、衣類乾燥機）、パソコン、適正処理困難物（タイヤ、消火器、バッテリーなど）

や大型ごみは、集積所に持ち込まれても回収されません。通行の妨げや近隣の方の御迷

惑になりますので、絶対に持ち込まないでください。 

・これらの不法投棄物を市民清掃時に見つけた場合は、見つけた場所から動かさずに、「琵

琶湖市民清掃不法投棄物（リサイクル家電・適正処理困難物等）連絡票」に『物品名、数

量、発見場所等』を記載し、学区自治連合会単位でまとめて、実践本部事務局にＦＡＸ

等で御連絡ください。 

（６）無理な作業は、事故やけがの原因になります。実施要綱３-②の「注意が必要な作業」につ

いて、参加者に周知していただきますようお願いします。 

また、作業が困難・危険だと思われるところの清掃は行わず、追って施設管理者に連絡し、

対応を相談してください。 

（７）全世帯参加を強制する等の無理な参加要請はしないでください。特に高齢者や病弱者等の

世帯には、御配慮ください。 

 

２ 当日の中止等の連絡先 

市民清掃当日、実践本部として中止を決定した場合の貴学区連合

会への連絡先を、別紙「中止等の連絡先報告書」により、５月２

３日(金)までに、実践本部事務局へ御報告ください。 

 

 

３ 当日の参加人員の報告について 

（１）「学区自治連合会用琵琶湖市民清掃実績報告書」(実施要綱 別紙-3)を市民清掃実施翌日の午

後５時までに、実践本部事務局へＦＡＸもしくはメールで送信してください。今年度から

袋数の報告は不要とし、参加人数のみ記入して下さい。 

なお、「自治会用琵琶湖市民清掃実績報告書」は、貴学区内での集計用として使用いただく

様式ですので、実践本部事務局へＦＡＸもしくはメールで送信していただく必要はありま

せん。報告先、ＦＡＸ番号、報告締切り時刻等を適宜追記いただき、貴学区内でご利用く

ださい。 

（２）各集積所の集積状況の写真撮影・写真提出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 傷害保険、賠償責任保険について 

実践本部で、傷害保険【（予定）死亡８００万円、入院日額３千円、通院日額２千円】や賠償

責任保険【(予定）対人対物とも限度額３億円】に加入しますが、万一の事故やけがにかかる

費用の全額を補償できるとは限りません。自治連合会や自治会においても、可能な限り保険

に加入するなど、万が一の場合に備えをお願いします。特に、実施要綱記載の日以外に清掃

を実施される団体は、保険適用ができない場合がありますのであらかじめ御了承ください。 

なお、けがや事故などが発生した場合は、必ず別紙「第６０回 琵琶湖市民清掃に係る事故状

況報告書」を実践本部事務局に提出してください。また、保険請求の際には保険会社から参

加者名簿の提出を求められることがあります。名簿は参加者名のみのもので構いませんので、

各参加団体で備え付けておいてください。  

 

５ けがや事故等の防止について 

  市民清掃は、出来る範囲で、無理のないように実施して頂きますようお願い致します。例年、

清掃中のけがや、草刈り機を使用する際の飛び石による物損事故等の報告もございますので、

貴学区内での周知にご協力頂きますようよろしくお願い致します。 

 

 

＜市民清掃 連絡・お問合せ先＞ 

 
琵 琶 湖 を 美 し く す る 運 動 実 践 本 部 事 務 局 

（〒520-8575 大津市御陵町３番１号 大津市環境政策課内） 

電 話（０７７）５２８－２７６０ 

ＦＡＸ（０７７）５２２－１０９７ 

Ｅ ﾒ ｰ ﾙ otsu1121@city.otsu.lg.jp 

【実践本部事務局／直通】 

電話・ＦＡＸ（０７７）５２６－５２９９ 

担当 高橋   







            琵 運 実 第 1 3 号 

令和 7 年 4 月 21 日 

 

学 区 自 治 連 合 会 長  様 

 

琵琶湖を美しくする運動実践本部 

 本部長  北 川  𠮷 男   

 

 

琵琶湖を美しくする運動実践本部活動助成金の交付について（通知） 

 

 

平素より、琵琶湖を美しくする運動実践本部の活動に御協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

さて、本年度も「琵琶湖市民清掃」を実施しますので、御協力をよろしくお願いします。 

つきましては、琵琶湖を美しくする運動実践本部活動助成金交付規程に基づき、各学区自治連

合会に対して市民清掃事業について助成金が交付されますので、所定の様式により交付申請等の

書類の提出をお願いします。 

  

記 

 

１ 交付申請について 

＜助成金算定方法＞ 

（均等割）３０，０００円＋（世帯割）＠３０円×自治連合会加入世帯数（※） 

（※）世帯数は、大津市自治連合会に報告された「令和７年４月１日現在」の学

区自治連合会加入世帯数 

＜提出書類＞ 

 交付申請書（様式第 1号） 

 口座振替依頼書（別紙－１） 

[昨年度と振込先名義や口座の変更がある場合は、通帳の口座名義(フリガナを必ず記

入してください)、金融機関・支店名、口座番号がわかる部分のコピーを添付してく

ださい] 

＜提出期限＞ 

令和７年５月２３日（金）必着 （期日厳守でお願いします。） 

＜提出先＞ 

琵琶湖を美しくする運動実践本部事務局（大津市環境部環境政策課内） 

  



２ 実績報告について 

＜提出書類＞ 

 活動助成金実績報告書（様式第３号） 

 収支決算書 

 領収書等の写し 

（すべての支出について領収書の写し（明細の記載があるの）もしくは支払証明書の

添付が必要です。また、学区自治連合会から自治会等に対する助成金(間接補助)につ

いても、自治会等の領収書のほかに、その自治会で購入した物品等の領収書等（明細

の記載があるもの）の写しの添付が必要です。） 

※クレジットカード等による物品購入も本事業の対象とします。物品購入に伴って付与され

たポイントを補助対象経費から控除する必要はありませんが、ポイントを使用して購入し

た物品の費用は、補助対象経費から除外してください。 

 

＜提出期限＞ 

 琵琶湖市民清掃を実施した場合 

琵琶湖市民清掃実施後、令和７年８月２９日（金）まで 

＜提出先＞ 

琵琶湖を美しくする運動実践本部事務局（大津市環境部環境政策課内） 

 

３ その他 

平成２９年度より交付規定の助成金対象経費の科目及び基準が変更されております。 

下記添付書類を必ず御一読いただき、提出書類の作成をお願いいたします。 

また、交付申請書提出時の必要書類としていた「市民清掃実施計画書」の添付を令和３年度

より不要としております。 

〈添付書類〉 

・琵琶湖を美しくする運動実践本部活動助成金交付規程 

・琵琶湖を美しくする運動実践本部活動助成金交付規程別表に定める助成対象経費の基準 

・琵琶湖を美しくする運動実践本部活動助成金の交付についての注意点 

・琵琶湖を美しくする運動実践本部活動助成金にかかる領収書等の注意点 

 

 

琵琶湖を美しくする運動実践本部事務局 

〒５２０－８５７５ 

滋賀県大津市御陵町３番１号 

大津市環境部環境政策課内 

電 話：(０７７)５２８－２７６０ 

ＦＡＸ：(０７７)５２２－１０９７ 

実践本部事務局直通 

電話・ＦＡＸ（０７７）５２６－５２９９ 

担当：高橋  





























 

（報告日）令和    年   月   日 

第６０回 琵琶湖市民清掃に係る事故状況報告書 

報 告 者                

電話番号                

日 時 令和   年   月   日     時   分 頃 

 

場 所 大津市                     地先 

当 

事 

者 

氏  名  性 別 男 ・ 女 

住  所  電話番号  

(けがの方のみ) 

・生年月日ま
たは、事故当
日の年齢 

生 年 月 日     年   月   日  

（または） 事故当日     歳 

 

 
 □事故状況（できるだけ具体的に）  

 
 □今後の治療見込み、特記事項等 

(けがの方のみ) 

医療機関名 

 

 
＊報告先：琵琶湖を美しくする運動実践本部事務局(環境政策課内） 
     〒520-8575 大津市御陵町3番1号 

電話（077）528-2760 FAX（077）522-1097 
メール otsu1121@city.otsu.lg.jp 
【実践本部事務局直通】 

     電話・FAX兼用（077）526-5299 



 

 

令和７年５月８日 

 

 

学区自治連合会長 様 

 

市 民 部 長 

 

 

令和７年度学区要望について 

 

 

新緑の候、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は、市政の各般にわたり格別の御支援、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、このたび令和７年度学区要望について、受付を開始いたします。 

貴学区の地域整備、環境改善などに関する御要望がございましたら、別紙「学区

要望マニュアル」に基づきお取りまとめの上、御提出ください。 
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〒520-0047 

大津市浜大津四丁目１－１ 

  明日都浜大津４階 

大津市市民部 自治協働課市民相談室 

担当：上田 

電話：077-528-2666 



学 区 要 望

自治連合会用

令和７年度

市民相談室
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第1章 学区要望について

１．学区要望とは
地域の目指す将来像に近づくため、また、地域が抱える課題を解決し、よりよいまちづくりに資するため
の、地域から大津市への要望です。

２．学区要望の事務手順
◆学区要望書：８月末までに提出（原則として、Wordで作成したもの。データも送付）
※提出については、支所からの逓送や郵送でも受付けています。

各自治会は、要望書（添付用地図・写真含む）を作成します。

各自治会は、要望書を当該学区自治連合会へ提出します。

当該学区自治連合会は、自治会からの要望内容を集約の上、学区要望書として取りまとめ、市

民相談室へ提出します。

市民相談室は、学区要望書を各担当課へ送付し、期日までに回答を求めます。

各担当課は、学区要望について市民相談室へ回答します。

市民相談室は、各担当課の回答を取りまとめの上、回答書を学区自治連合会あて送付します。

当該学区自治連合会は、学区要望書の回答を各自治会へ回付します。

学区要望 事務手順

－1－



３．要望書の作成方法について

（１）「要望書及び回答書」の様式は、所定の様式（Word）を使用し、書式等の変更はしな
いでください。

◎「要望書及び回答書」の様式は、市ホームページからダウンロードできます。（５月９日以降）
市ホームページ 組織から探す ＞市民部 ＞市民相談室 ＞業務案内 ＞学区要望

（２）「要望書及び回答書」の様式により「新・継」「要望内容及び要旨」「担当課」を記載してく
ださい。（新規・継続の区別は、できるだけ正確にご記入ください。）

◎「要望内容及び要旨」については、簡潔にお願いします。
◎要望書を手書きされる場合は、ボールペンを使用し、楷書（かいしょ）で大きく明瞭に記載してください。

（4）「図面・写真」欄には、要望に対応する位置図、写真と同じ資料番号を記載してください。

◎要望場所や要望内容の特定しやすい資料をできるだけ「A4カラー」で、ご提出お願いします。
◎すべての地図に、自治会名を明記してください。

【位置図】 位置図には最寄りの公共施設や住所を明記する等、確実に場所を特定できる工夫をお
願いします。

  （例） 

 

 

 

 

 ○○邸 

▲▲邸（◆◆町 1-1）前付近

に外側線を新規設置 

【写真】 写真は、近景だけでなく、なるべく周囲の状況がわかるように撮影してください。

（5）平日の昼間に連絡がとれる連絡先を必ず明記してください。

（6）市街灯やカーブミラーの新設条件は、次のとおりです。

【市街灯】 大津市道上の夜間交通の安全確保を目的に設置、維持管理する照明灯
●市道であること（国道、県道、里道及び私道には設置できません。）
●原則、既存の関西電力柱やNTT柱（それらが無い場合は、専用柱を建てる場所があること）

【カーブミラー】 交通ルールを遵守することを前提として、その物理的条件等により視距が確保されない
場所に設置するもの

「設置する場所」
●大津市道の視界不良のカーブ
●大津市道と大津市道または大津市道と公道との交差点（公道とは、国道、県道、他市道をさ
します）

「設置しない場所」
●隅切りが施されており、視距が確保されている交差点
●一旦停止、信号機設置等の公安規制により交通安全上の措置がされている交差点
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（３）前年度を含め、過去に同一箇所の要望をされた場合は、過去の回答の内容等を踏まえて
要望の必要性を検討するとともに、状況に変化があった場合は、経過等を含めて記載してください。



４．要望先の判断

【道 路】市道か否かの判断は、「市道認定路線網図」を参照してください。
⇒担当課：路政課 ℡077-528-2858
「市道認定路線網図」
市ホームページ 便利なサービス＞大津市地図検索サービス「My Townおおつ」

【河 川】一級河川、普通河川、準用河川の判断
⇒担当課：道路・河川管理課 ℡077-528-2782
※一級河川でも、その上流や支流の場所によって普通河川となる場合がありますので注意
してください。
※大津市が所管するのは、普通河川・準用河川です。

【公 園】児童遊園地及び都市公園
⇒担当課：公園緑地課 ℡ 077-528-2784

【その他】所管課が不明の場合は、市民相談室（℡ 077-528-2666）へお問い合わせください。

５．要望にあたってのお願い

（１）学区内で内容を調整のうえ、ご要望ください。

◎市道拡幅や側溝改修による通行幅の拡張等は、市道との境界確定や地権者の用地協力等が必
要となる場合がありますので、協力が得られる見込み等、地元での調整を図っていただいた上で要望し
ていただくようお願いします。

（２）個人的な要望は学区要望ではなく直接担当課へご連絡ください。（主なものはP5参照）

（３）道路や公園施設の修繕の依頼は直接担当課へご連絡ください。（主なものはP5参照）

◎既存の設備や施設に関する修繕・維持管理等については、学区要望ではなく、直接担当課へご連
絡ください。（P5参照）

【緊急性のある要望事項について】

市道上の穴ぼこ、陥没等、危険が伴い早急な対
応を必要とする内容は、学区要望ではなく、直接
担当課に申し出るか、市民通報システムをご利用く
ださい。

市民通報システム（修繕等）

市街灯、防犯灯の不点灯の通報については、専用
システム「おおつ 市街灯光ラナイくん」、及び大津
市コールセンター（077-523-1234）で電話受
付も可能です。

おおつ 市街灯光ラナイくん（市街灯）

なお、大津市所管業務以外のご要望については、適切な要望先をご案内し、大津市ではご意見とし
て拝聴させていただきます。

（４）大津市が所管する業務以外の要望については、関係機関（P4参照）へ直接要望し
てください。 （なお、ＪＲへのご要望につきましては、地域交通政策課が窓口です）

６．提出について
学区要望書は、8月末までに市民相談室（℡ 077-528-2666）へ、提出してください。
◆データ メール（otsu1168@city.otsu.lg.jp）
◆紙ベース 手渡し、郵送（浜大津4丁目1-1 明日都浜大津４階 市民相談室）、逓送
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関係機関一覧

要 望 内 容 所 管 機 関 代表者及び連絡先

① 信号機の設置、横断歩道の設置、一旦停
止線の設置、道路標識(規制・指示)の設
置、速度規制、駐車禁止・不法駐車対策

② パトロール強化、交番の設置について

大津北警察署

署長 安田 恵介
大津市真野二丁目２０－２３
℡ 077-573-1234
① 窓口：交通課
② 窓口：地域課

大津警察署

署長 四谷 尚佳
大津市打出浜１２－７
℡ 077-522-1234
① 窓口：交通第一課
② 窓口：地域課

国道１号、161号、湖西道路に関する要望につ
いて
（歩道整備、街灯設置等含む）

国土交通省近畿地方整備局
滋賀国道事務所

所長 田﨑 祥二
大津市竜が丘４－５
℡ 077-523-1741

維持管理にかかる緊急
性のある連絡

国道１号に関すること 草津維持出張所
栗東市中沢二丁目１２－３０
℡ 077-562-0842

国道161号、湖西道
路に関すること

堅田維持出張所
大津市本堅田四丁目１５－３
℡ 077-572-1580

瀬田川の維持管理等について
国土交通省近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所
瀬田川出張所

所長 板坂 浩和
大津市黒津四丁目２－１
℡ 077-546-0006
※琵琶湖河川事務所のホームページの

お問い合わせフォームもご利用いただけま
す

県道及び国道367号、422号、477号の維持管
理等について
（道路拡幅、歩道整備、街灯設置、側溝整備、
除草等含む） 滋賀県大津土木事務所

所長 竹下 滋明
大津市松本一丁目２－１
℡ 077-524-2832
Fax 077-525-9352
Mail
ha30200@pref.shiga.lg.jp

一級河川の維持管理等について
（浚渫、除草、護岸整備、改修等含む）

郵便ポストの設置等について 大津中央郵便局
局長 江藤 淳
大津市打出浜１－４
℡ 077-524-2002

私道関係 地権者又は地元で維持管理

農道関係 受益者又は地元で維持管理

土地改良関係
学区内で農業組合、水利組
合等と調整をお願いします。
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第２章 修繕、維持管理等や個人的な要望の依頼

１．修繕、維持管理等の依頼とは
既存の設備や施設に関する修繕・維持管理等についての依頼。

２．依頼の方法について
修繕等は、随時、各自治会から直接担当課へ依頼してください。
修繕等は、「修繕等依頼書」（依頼書は支所を通じて提出可能）のほか、電話、メール、FAX、
市民通報システム（P3のQRコード参照）でも依頼できます。

※修繕等依頼書により担当課へ依頼するもの

【道路関係】 担当課：道路・河川管理課 ℡ 077-528-2782
・舗装（打ち替え）
・道路区画線の引きなおし
・側溝蓋の補修
・側溝の補修（側溝の蓋掛けを除く）
・ガードレール・防護柵の補修
・カーブミラーの移設・角度調整
・市街灯・防犯灯の修繕・球切れ
・街路樹の剪定・消毒

【公園関係】 担当課：公園緑地課 ℡ 077-528-2784
・公園の維持管理

※直接担当課へ相談するもの（相談窓口）

【水道・ガス関係】
・水道施設に関する相談 担当課：企業局 水道計画管理課 ℡ 528-2606
・ガス施設に関する相談 担当課 : 企業局 ガス管理課 ℡ 528-2610

【雑草関係】 担当課：環境政策課 ℡ 077-528-2760
・空地の雑草繁茂に関する相談

【生活環境関係】 担当課：環境政策課 ℡ 077-528-2735
・河川等の水質に関する相談
・大気汚染に関する相談
・騒音・振動苦情に関する相談
・悪臭苦情に関する相談

【ペットに関する相談】 担当課：動物愛護センター ℡ 077-574-4601
・犬、猫、ペットに関する個別の相談等

【児童クラブに関する相談】 担当課：児童クラブ課 ℡ 077-528-2776
・児童クラブの入所等の相談
・児童クラブの施設の維持管理の相談
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学区要望マニュアル（自治会用）

第１章 学区要望について

１．学区要望とは
地域の目指す将来像に近づくため、また、地域が抱える課題を解決し、よりよいまちづくりに資するための、地域から大

津市への要望です。

２．学区要望の事務手順
１）自治会は要望書（添付用地図、写真含む）を作成します。（原則としてWordで作成したもの。データも送付）
２）自治会は自治連合会が定めた提出期日までに要望書を当該学区自治連合会へ提出します。
３）当該学区自治連合会は自治会からの要望内容を集約の上、学区要望書として取りまとめ、提出期日までに市

民相談室へ提出します。
４）市民相談室は学区要望書を各担当課へ送付し、回答期日までに回答を求めます。
５）担当課は、学区要望書について市民相談室へ回答します。
６）市民相談室は、各担当課の回答を取りまとめの上、回答書を学区自治連合会あて送付します。
７）自治会は、当該学区自治連合会から学区要望書の回答を受け取ります。

３．要望書の作成方法について
１）「要望書及び回答書」の様式は、所定の様式（Word）を使用し、書式等の変更はしないでください。
◎「要望書及び回答書」の様式は、市ホームページからダウンロードできます。（５月９日以降）
市ホームページ 組織から探す ＞ 市民部 ＞市民相談室 ＞業務案内 ＞学区要望

２）「要望書及び回答書」の様式により「新・継」「要望内容及び要旨」「担当課」を記載してください。
◎「要望内容及び要旨」については、簡潔にお願いします。
◎前年度を含め、過去に同一箇所の要望をされた場合は、過去の回答の内容等を踏まえて要望の必要性を検討
するとともに、状況に変化があった場合は、経過等を含めて記載してください。
◎要望書を手書きされる場合は、ボールペンを使用し、楷書（かいしょ）で大きく明瞭に記載してください。
３）「図面・写真」欄には、該当の要望に対応する位置図、写真と同じ資料番号を記載してください。
◎要望場所や要望内容の特定しやすい資料をできるだけ「A4カラー」で、ご提出お願いします。
◎すべての地図に、自治会名を明記してください。

1

令和７年度
市民相談室

要望にあたってのお願い

・個人的な要望は学区要望ではなく直接担当課へご連絡ください。（主なものはP４参照）
・道路や公園施設の修繕の依頼は直接担当課へご連絡ください。（主なものはP４参照）

◎既存の設備や施設に関する修繕・維持管理等については、学区要望ではなく、直接担
当課へご連絡ください。
・自治会内で内容を調整のうえ、ご要望ください。
◎市道拡幅や側溝改修による通行幅の拡張等は、市道との境界確定や地権者の用地協力等が必要とな
る場合がありますので、協力が得られる見込み等、地元での調整を図っていただいた上で要望していただくよう
お願いします。（P４参照）



【位置図】 位置図には最寄りの公共施設や住所を明記する等、確実に場所を特定できる工夫をお願いします。

【写真】 写真は、近景だけでなく、なるべく周囲の状況がわかるように撮影してください。
４）平日の昼間に連絡がとれる連絡先を必ず明記してください。
５）市街灯やカーブミラーの新設条件は、次のとおりです。

【市街灯】 大津市道上の夜間交通の安全確保を目的に設置、維持管理する照明灯
●市道であること（国道、県道、里道及び私道には設置できません。）
●原則、既存の関西電力柱やNTT柱（それらが無い場合は、専用柱を建てる場所があること）

【カーブミラー】 交通ルールを遵守することを前提として、その物理的条件等により視距が確保されない場所に設置する
もの
「設置する場所」
●大津市道の視界不良のカーブ
●大津市道と大津市道または大津市道と公道との交差点（公道とは、国道、県道、他市道をさします）
「設置しない場所」
●隅切りが施されており、視距が確保されている交差点
●一旦停止、信号機設置等の公安規制により交通安全上の措置がされている交差点

４．要望先の判断
【道路】市道か否かの判断は、「市道認定路線網図」を参照してください。

⇒担当課：路政課 ℡077-528-2858
「市道認定路線網図」 市ホームページ 便利なサービス＞大津市地図検索サービス 「My Townおおつ」
【河川】一級河川、普通河川、準用河川の判断

⇒担当課：道路・河川管理課 ℡077-528-2782
※一級河川でも、その上流や支流の場所によって普通河川となる場合がありますので注意してください。
※大津市が所管するのは、普通河川・準用河川です。
【公園】児童遊園地及び都市公園

⇒担当課：公園緑地課 ℡ 077-528-2784
【その他】所管課が不明の場合は、市民相談室（℡ 077-528-2666）へお問い合わせください。

【緊急性のある要望事項について】

なお、大津市所管業務以外のご要望については、適切な要望先をご案内し、大津市ではご意見として拝聴させていた
だきます。
４）大津市が所管する業務以外の要望については、関係機関（３ページ参照）へ直接要望してください。

※なお、JRへのご要望につきましては、地域交通政策課が窓口です。

６．提出について
提出期日及び提出方法は、当該学区自治連合会へお問い合わせください。
その他については、市民相談室（浜大津４丁目１-１ 明日都浜大津４階 ℡ 077-528-2666）へお問い合

わせください。

市道上の穴ぼこ、陥没等、危険が伴い早急な対応
を必要とする内容は、学区要望ではなく、直接担当
課に申し出るか、市民通報システムをご利用ください。

市民通報システム（修繕等）

市街灯、防犯灯の不点灯の通報については、専用
システム「おおつ 市街灯光ラナイくん」、及び大津市
コールセンター（077-523-1234）で電話受付
も可能です。

おおつ 市街灯光ラナイくん（市街灯）
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  （例） 

 

 

 

 

 ○○邸 

▲▲邸（◆◆町 1-1）前付近

に外側線を新規設置 



関係機関一覧

要 望 内 容 所 管 機 関 代表者及び連絡先

① 信号機の設置、横断歩道の設置、一旦停
止線の設置、道路標識(規制・指示)の設
置、速度規制、駐車禁止・不法駐車対策

② パトロール強化、交番の設置について

大津北警察署

署長 安田 恵介
大津市真野二丁目２０－２３
℡ 077-573-1234
① 窓口：交通課
② 窓口：地域課

大津警察署

署長 四谷 尚佳
大津市打出浜１２－７
℡ 077-522-1234
① 窓口：交通第一課
② 窓口：地域課

国道１号、161号、湖西道路に関する要望につ
いて
（歩道整備、街灯設置等含む）

国土交通省近畿地方整備局
滋賀国道事務所

所長 田﨑 祥二
大津市竜が丘４－５
℡ 077-523-1741

維持管理にかかる緊急
性のある連絡

国道１号に関すること 草津維持出張所
栗東市中沢二丁目１２－３０
℡ 077-562-0842

国道161号、湖西道
路に関すること

堅田維持出張所
大津市本堅田四丁目１５－３
℡ 077-572-1580

瀬田川の維持管理等について
国土交通省近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所
瀬田川出張所

所長 板坂 浩和
大津市黒津四丁目２－１
℡ 077-546-0006

※琵琶湖河川事務所のホームページの
お問い合わせフォームもご利用いただけま
す

県道及び国道367号、422号、477号の維持管
理等について
（道路拡幅、歩道整備、街灯設置、側溝整備、
除草等含む） 滋賀県大津土木事務所

所長 竹下 滋明
大津市松本一丁目２－１
℡ 077-524-2832
Fax 077-525-9352
Mail
ha30200@pref.shiga.lg.jp

一級河川の維持管理等について
（浚渫、除草、護岸整備、改修等含む）

郵便ポストの設置等について 大津中央郵便局
局長 江藤 淳
大津市打出浜１－４
℡ 077-524-2002

私道関係 地権者又は地元で維持管理

農道関係 受益者又は地元で維持管理

土地改良関係
学区内で農業組合、水利組
合等と調整をお願いします。
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第２章 修繕、維持管理等や個人的な要望の依頼

１．修繕、維持管理等の依頼とは
既存の設備や施設に関する修繕・維持管理等についての依頼。

２．依頼の方法について
◎修繕等は、随時、各自治会から直接担当課へ依頼してください。
◎修繕等は、「修繕等依頼書」（依頼書は支所を通じて提出可能）のほか、電話・メール・FAX・市民通報システム
（２ページのQRコード参照）でも依頼できます。

※修繕等依頼書により担当課へ依頼するもの
【道路関係】 担当課：道路・河川管理課 ℡ 528-2782

・舗装（打ち替え）
・道路区画線の引きなおし
・側溝蓋の補修
・側溝の補修（側溝の蓋掛けを除く）
・ガードレール・防護柵の補修
・カーブミラーの移設・角度調整
・市街灯・防犯灯の修繕・球切れ
・街路樹の剪定・消毒

【公園関係】 担当課：公園緑地課 ℡ 528-2784
・公園の維持管理

※直接担当課へ相談するもの（相談窓口）
【水道・ガス関係】
・水道施設に関する相談 担当課：企業局 水道計画管理課 ℡ 528-2606
・ガス施設に関する相談 担当課：企業局 ガス管理課 ℡ 528-2610

【空地の雑草関係】 担当課：環境政策課 ℡ 528-2760
・空地の雑草繁茂に関する相談

【生活環境関係】 担当課：環境政策課 ℡ 528-2735
・河川等の水質に関する相談
・大気汚染に関する相談
・騒音、振動に関する相談
・悪臭苦情に関する相談

【ペットに関する相談】 担当課：動物愛護センター ℡ 574-4601
・犬、猫、ペットに関する個別の相談等

【児童クラブの相談】 担当課：児童クラブ課 ℡ 528-2776
・児童クラブの入所等の相談
・児童クラブの施設の維持管理の相談
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令和７年５月８日 

 

 

学区自治連合会長 様 

 

 

総務部危機管理監 

 

 

令和７年度に実施する各種訓練について（お知らせ） 

 

 

 平素は、本市防災行政に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、災害対応力の向上と防災意識の高揚を目的として、地域住民、防災関係機関及び行政の連携

による各種訓練を下記のとおり実施しますので、日程等についてお知らせいたします。 

 

 

 

記 

 

 

 

◆大津市シェイクアウト訓練２０２５ 

１ 実 施 日 時  令和７年９月１日（月） 

午前１０時００分から約１分間（予定） 

２ 実 施 場 所  大津市内全域 

３ 訓練対象者  大津市内の自治会、自主防災会、学校、保育園、幼稚園、企業、各種団体等 

 

 

◆令和７年度大津市総合防災訓練 

１ 実 施 日 時  令和７年１１月９日（日） 

午前８時３０分から午前１２時００分まで（予定） 

２ 実 施 場 所  日吉台小学校を主会場とした日吉台学区全域 

３ 訓練対象学区  日吉台学区 
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【お問い合わせ先】 

  総務部危機・防災対策課 軽野 森脇 

  ℡ ５２８－２６１６ 
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令和 7 年５月８日 

 

学区自治連合会長各位 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ 

大 津 市 実 行 委 員 会 

会 長  佐 藤  健 司 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポの開催に伴う各学区へのお願いについて（依頼） 

 

平素は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポの推進に、格別のご配慮をいただき誠にありがとうござ

います。 

また、学区自治連合会の皆様には、大津市実行委員会の一員として昨年度に開催いたしました大津市

競技別リハーサル大会をはじめ、多大なるご支援とご尽力をいただいておりますこと、改めましてお礼

申し上げます。 

令和 7 年度となり、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポの開催まで残りわずかとなりました。本市で

は国スポ・障スポの両大会において、県内最多の 19 競技が開催されます。これらの大会の成功には、

市民や関係団体、行政等が一体となって取り組んでいくことが必要不可欠であり、会場により多くの市

民の皆様に足を運んでいただき、大会を楽しんでいただきたいと考えております。 

つきましては、両大会の開催にあたり以下の3点につきましてご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

1.  お願い事項  ①学区のイベント等の日程調整について（別紙１） 

 学区において予定されるイベント等が両大会（デモンストレーションスポーツ、

オープン競技を含む）の会期と重複しないよう、無理のない範囲でご配慮いただき

ますようお願い申し上げます。 

②競技会場等について（別紙２） 

           本市開催競技で使用する競技会場、練習会場、駐車場を示しています。また、

期間中は市内の多くの宿泊施設に選手、監督等大会関係者が宿泊します。一時的

に、会場等の周辺道路の交通量の増加等が懸念されますが、市民への事前の周知

や計画的な関係者等の輸送に努めてまいりますので、ご協力のほど、よろしくお

願いいたします。 

③ふるまいの提供について（別紙３） 

           国スポでの「ふるまい」提供につきまして、別紙 3 のとおり、多くの皆様にご

協力いただけることになりました。ご検討いただきました皆様、ありがとうござ

いました。また、ご参加いただく皆様におかれましては、引き続きよろしくお願

い申し上げます。 

 

2.  問い合わせ先  〒520-0805 大津市石場 10 番 53 号 

            わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会事務局 

電 話 番 号：077-528-2919 ファックス：077-522-7766 

メ ー ル：otsu7001@city.otsu.lg.jp  



資料 No.６ 
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【別紙２】 
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  【別紙３】 
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